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第２節　暴力団の資金獲得活動の変遷

１　違法な資金獲得活動

第１節において不透明化する最近の暴力団の資金獲得活動を概観したが、こうした暴力団の動向は、

社会経済情勢に対応して変化を繰り返してきた各種資金獲得活動の延長線上にある。また、暴力団が

これまでに行ってきた各種の資金獲得活動の中には、現在でも多くの暴力団の主要な資金獲得活動と

なっているものがあり、しかも、それらは暴力団対策法による影響を受け、次の更なる変化をみせよ

うとしている。よって、暴力団の本質を理解し、現在と将来に向けた暴力団の資金源対策を検討する

ためには、戦後からの主要な資金獲得活動と、その背景を理解することが必要である。

（１）戦後の資金獲得活動
国民生活を脅かす暴力集団は、我が国に古くから存在していたが、とりわけ縄張を有して違法な

賭場
と ば

を開く博徒は、明治・大正期より治安上の大きな問題であった。そして、戦後の混乱期には、

博徒に加え、縁日等で露店等を営んでいた的屋、繁華街等で違法行為を繰り返していた不良青少年

から成る愚連隊等が、闇
やみ

市を縄張とし、物資の販売、覚せい剤の密売等を行い、勢力を拡大すると

ともに、闇市の利権をめぐって対立抗争を繰り返した。その過程において、愚連隊が、博徒や的屋

に吸収され、又はそれらの特徴を模倣し、他方、博徒や的屋は、利益を無軌道に追求する愚連隊の

行動原理を身につけた。その結果、昭和30年代には、博徒、的屋及び愚連隊の差異はほぼ消滅し、

新たに形成された暴力集団を一括して「暴力団」と呼ぶことが社会的に定着した。

元来、博徒及び的屋は、縄張の支配権を維持するため、縄張内での稼業にかかわるトラブル等を

自ら解決するため暴力を組織的に行使する能力を有していたが、戦後、物資の欠乏によって闇市が

出現し、賭博が隆盛し、又は覚せい剤（ヒロポン）が流行する中で、組織的な暴力を行使するノウ

ハウを既に有していた博徒と的屋が闇市の支配権を確立するとともに、賭場を開き、又は組織力を

いかして覚せい剤を確保・密売したのは当然の成り行きであった。さらに、博徒や的屋に対し、野

放図な愚連隊が博徒や的屋の縄張荒らしを行うことは珍しくなかった。

そこで、跋扈
ばっ こ

する博徒、的屋及び愚連隊に対して、警察は取締り体制を強化し、暴力団の実態解

明を進めるとともに、反復継続した取締りを行い、暴力団の検挙件数や検挙人員は増加していった。

また、警察の取締り強化に加えて、経済復興に伴う闇市の消滅、公営競技の再開、刑法、刑事訴訟

法等各種法令による暴力団の規制強化といった社会情勢の変化も生じており、その結果、経済基盤

を大きく揺るがされた博徒、的屋及び愚連隊は、戦後に拡大した組織を維持するため、恐喝、公営

競技のノミ行為等へと、違法な資金獲得活動を多様化させていった。

（２）伝統的資金獲得活動の検挙状況
覚せい剤取締法違反、恐喝、賭博及び公営競技関係４法（注）違反（ノミ行為等）の４種類の犯罪

は、暴力団の伝統的資金獲得活動と位置付けられる。

近年、暴力団構成員等の総検挙人員のうち、伝統的資金獲得活動に係る検挙人員の占める割合は

減少傾向にあるが、現在でも総検挙人員の３割を超えており、依然として暴力団の有力な資金獲得

活動となっている。とりわけ、覚せい剤事犯については、平成18年中の覚せい剤事犯の総検挙人員

に占める暴力団構成員等の割合が過半数となっており、暴力団の深い関与がみられる。また、賭博

事犯については、インターネットを活用するものも現れている。

注：競馬法、自転車競技法、小型自動車競走法及びモーターボート競走法
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 年次 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

区分           

暴力団構成員等の総検挙人員（人）  32,109 32,985 32,511 31,054 30,917 30,824 30,550 29,325 29,626 28,417  

伝統的資金獲得活動の検挙人員（人） 14,405 13,695 13,653 12,910 12,100 11,398 10,128 9,379 10,467 9,412  

 覚せい剤 7,804 7,193 7,933 7,720 7,298 6,699 6,016 5,412 6,810 6,043  

 恐喝 2,638 3,044 2,889 3,290 3,070 2,954 3,092 2,808 2,619 2,523  

 賭博 1,728 1,881 1,575 1,164 1,238 1,374 780 837 845 685  

 ノミ行為等 2,235 1,577 1,256 736 494 371 240 322 193 161  

伝統的資金獲得活動の構成比（％）  44.9 41.5 42.0 41.6 39.1 37.0 33.2 32.0 35.3 33.1  

           

覚せい剤事犯の総検挙人員（人）  19,722 16,888 18,285 18,942 17,912 16,771 14,624 12,220 13,346 11,606  

暴力団構成員等の構成比(％)  39.6 42.6 43.4 40.8 40.7 39.9 41.1 44.3 51.0 52.1  

注：覚せい剤事犯に係る暴力団構成員等の検挙人員は、覚せい剤事犯に係る麻薬特例法違反の検挙人員を含まない。           

 

表-2 伝統的資金獲得活動等の検挙人員の推移（平成９～18年）

覚せい剤 
6,043人（21.3%）  
 

恐喝 
2,523 人（8.9%） 

伝統的資金獲得活動 
9,412 人（33.1%） 

賭博 
685 人（2.4%） 

ノミ行為等 
161 人（0.6%） 

傷害 
3,881人（13.7%） 

窃盗 
3,139人（11.0%） 

詐欺 
1,785人（6.3%） 

暴行 
1,376人（4.8%） 

強盗 
593人（2.1%） 

その他 
8,231 人（29.0%） 

図-12 暴力団構成員等の総検挙人員に占める伝統的資金獲得活動の構成比（平成18年）
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稲川会傘下組織構成員（34）は、17年6月、所属組織の縄張内にある歓楽街にインターネット

カフェを開店した。同傘下組織構成員は、店内に客がカジノゲームを行うためのコンピュータ15台を設置し、

同歓楽街近辺で無料配布されている情報誌や広告に「オンラインゲーム遊び放題、過去最高賞金額2億円」な

どと射幸心をあおる広告を掲載して集客した。

同店においては、

○　フィリピンに所在するインターネットカジノ運営会社と契約し、同社のゲームを行うために必要なポイ

ントをあらかじめ購入して、店内に設置したホストコンピュータにポイントを送信

○　来店した客が店員に賭金を手渡すと、1ポイント当たり100円で換算した数のポイントを店内のホスト

コンピュータから客の使用するコンピュータ端末に送信

○　客は、バカラ、ブラックジャック等105種類の中から任意のゲームを選択し、ポイントを賭けてコンピ

ュータ端末を操作して、インターネットカジノ運営会社との間でゲームを実施

○　ゲームの勝敗に応じてコンピュータ端末内のポイント数が増減し、客がゲームを終了した時点で残った

ポイントを、1ポイント当たり100円で換算して、同店が賭客に現金を支払い

という方法で賭博を行っていたことから、同年12月から19年2月にかけて、同傘下組織構成員ら6人を常習

賭博罪等で検挙した。

同店は、比較的少ない人件費等で開設できる点に着目してインターネットを活用した賭博を行っていたも

のであり、インターネットカジノ運営会社から購入したポイントを倍額で客に販売する差額、客のポイント

を換金する際に切り捨てる10ポイント未満のポイントを次の賭客に再販売する額、特定のゲームについて店

が客から得る賭金の5％相当額等が利益となっていた。開店から検挙までの約18か月間に約1億2,000万円

の売上げがあり、同傘下組織構成員は、人件費等を除いた約2,600万円の利益を遊興に使っていたほか、所

属組織へ上納していた（神奈川）。

事 例

フィリピン フィリピン 
日本 

組　長 
送金 

ゲーム実施 画像配信 

ポイント 

オーナー 
II 

稲川会 
傘下組織構成員 

インターネットカフェ 

ゲームの勝敗に応じ 
ポイントの得喪が発生 

換
金 

賭
金 

 賭　客 

上納 

インターネットカジノ運営会社 

カジノゲーム画面
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コラム  

昭和30年代までに、縄張の確保等により経済的基盤を固めた暴力団が、全国各地にそれぞれ勢力を確立し、

とりわけ山口組、稲川会等の一部の暴力団は、勢力拡大を目的に広く各地に進出し、他の暴力団と大規模な

対立抗争を繰り返した。暴力団全体の勢力は30年代を通じて増加し続け、ピーク時である38年には、約18

万人に達した。これに対して、警察は、20年代から反復継続して一斉取締りを行っていたが、39年からは

都道府県警察が一体となって、いわゆる第一次頂上作戦を実施し、違法な資金獲得活動をねらった取締りを

強化した。その結果、首領や幹部を含む構成員を検挙されて解散を表明する大規模な暴力団が相次ぎ、違法

な資金獲得活動に依存する中小規模の暴力団に壊滅的な打撃を与えるなどしたことから、暴力団全体の勢力

は著しく衰退した。

しかし、大規模な暴力団の一部は、30年代から既に資金源を多様化させて明らかに違法な資金獲得活動以

外の資金源を有していたこと、上納金制度を導入していたことなどにより、犯罪との関係が不透明な資金を

獲得できるようになっていたため、取締りによる打撃は比較的少なかった。第一次頂上作戦により検挙され、

服役していた首領や幹部が相次ぎ出所した43、44年以降、大規模な暴力団の一部は、組織の復活・再編を

図るとともに、中小規模の暴力団を傘下に収めて勢力を回復したことから、警察では、45年以降、いわゆる

第二次頂上作戦を実施した。

3 第一次頂上作戦と第二次頂上作戦

総数（万人） 山口組、稲川会、住吉会（万人） 

第一次頂上作戦 第二次頂上作戦 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

（年） 17  14  11  8  5  平2  62  59  56  53  50  47  44  41  昭38

総数 

0

1

2

3

4

5

住吉会 

稲川会 

山口組 

図-13 暴力団構成員等の数の推移（昭和38年～平成18年）
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戦後、暴力団に対する取締りが強化されていく過程で、暴力団は、自らの縄張内で明らかに違法

な資金獲得活動を行うだけでは容易に検挙され、安定的に資金を獲得できなくなることから、より

検挙される危険性の少ない資金獲得活動に重点を置く必要が生じた。

そこで、暴力団の中には、その資金獲得活動に当たり具体的な危害の告知や有形力の行使を実際

に行うのでなく、意図的に暴力団の威力を示しつつ、不当に金銭等を要求する行為（以下「不当要

求行為」という。）を行う形に変化させるものが現れた。

（１）民事介入暴力
明らかに違法な資金獲得活動では容易に検挙されることから、日常生活で広く行われる各種の民

事取引に着目し、当事者又は関係者として介入するとともに、これを隠れ蓑
みの

に不当要求行為を行う

民事介入暴力が行われるようになった。そして、昭和30年代後半からの第一次頂上作戦で違法な資

金獲得活動に打撃を受けた暴力団が増加したこと、40年代後半から企業の倒産に介入して詐欺、横

領等により財産を獲得する資金獲得活動が全国に広まったことなどの要因も加わり、暴力団の資金

獲得活動の重点が、明らかに違法な資金獲得活動から民事介入暴力へと移っていった。

民事介入暴力は、暴力団の資金獲得活動を縄張という物理的制約から解放したほか、法律、各種

手続、商慣習等の専門的知識が必須となるため、暴力団の周辺に協力者層を形成し、その後、暴力

団と共生する者を生み出す遠因になったとみられる。

道仁会傘下組織構成員（29）は、平成19年2月、2万円を融資してほしい旨の知人の依頼に対

し、7日間で元金の10％を利息とし、その利息を毎週1回払うことを条件として、借用証に記載させた上で、

1回目の利息である2,000円を除く1万8,000円を交付した。

その1週間後、知人の妻が同傘下組織構成員に連絡をとろうとしたが、同人が携帯電話に出ず、2回目の利

息を返済できなかったところ、その翌日、同傘下組織構成員は、電話にて「お前馬鹿か、何で連絡せんのか。

期限どおりに支払わなかったから、利息を5,000円に引き上げる。前回の利息2,000円と併せて合計7,000

円を今日中に支払え。金を払わんなら、うちの組の者がお前らに追い込みをかけるぞ」と怒鳴りつけ、「どげ

んするんか。貴様、ヤクザをなめているのか」などと返済を迫った。

さらに、その1週間後には、知人の自宅を訪れ、「今度は利息が5,000円から1万円に上がった」と告げる

などして、暴力団の威力を示しつつ債権取立ての要求をしたことから、同年3月、暴力団対策法に基づき中止

命令を発出したところ、以後、要求は行われなかった（福岡）。

事 例

2 不当要求行為による資金獲得活動
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（２）みかじめ料
元来、暴力団の起源の一つである博徒は、縄張内で開かれた賭場から得る寺銭

てらせん

を、また、もう一

つの起源である的屋は、縄張内で営業する露店等から得る所場代
しょばだい

を主たる収入としていた。戦後に

なり、暴力団は、縄張内で飲食業、風俗営業等を営む者に対して不当要求行為を行い、その営業を

容認する対価として金銭の定期的な提供を受けることが一般化した。この金銭は、一般的にはみか

じめ料と呼ばれているが、カスリ、あいさつ料等と呼ばれることもあり、また、縄張内でのトラブ

ルを解決する対価として金銭の提供を受ける場合には、用心棒料、守
も

り料等と呼ばれることもある。

さらに、物品の購入やリースを法外な価格で要求するなど、民事取引を仮装する不当要求行為も多

い。

１回当たりに授受される金額は必ずしも高額ではないものの、暴力団の威力に畏
い

怖して従う営業

者が少なくないこと、違法な営業を営む者には弱みにつけ込んで高額な金銭を獲得できることなど

から、みかじめ料は、現在も暴力団の重要な資金源の一つとなっている。

債　権　取　立 

倒　産　整　理 紛　争　仲　介 

債権取立ての依頼を受けたことを奇貨として 
依頼された額以上の金銭を要求する場合 

競売開始が決定した倒産企業の不動産について 
任意売却により利益を独占するため、関係者とし 
て他債権者に競売申立ての取下げを要求する場合 

交通事故の当事者の一方から報酬を得る約束で 
有利な交渉を進めるよう依頼され、相手方に必要 
以上の賠償額を要求する場合 
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図-14 典型的な民事介入暴力の手口
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（３）企業対象暴力
企業が生み出す巨額の利益に着目し、企業を恐喝等して不当な利益を得ようと暗躍する総会屋や、

いわゆる会社ゴロ、事件屋等は古くから存在していたが、昭和30年代から40年代にかけて総会屋等

との結び付きを強める暴力団が目立つようになった。また、50年代には、警察と弁護士会が連携し

て民事介入暴力対策を進捗させたことから、暴力団は、同和運動や政治活動を仮装・標ぼうし、企

業に不当な要求を行って利益を得る社会運動等標ぼうゴロとの結び付きを強めた。こうして、50年

代から60年代にかけて、暴力団の構成員、周辺者、暴力団関係企業、社会運動等標ぼうゴロ等が企

業に対して不当要求行為を行う企業対象暴力が多くみられるようになった。

（４）行政対象暴力
最近、暴力団は、地方公共団体等の行政機関やその職員を対象として不当要求行為を行う行政対

象暴力へと、資金獲得活動の範囲を広げる傾向が認められる。不当要求行為の対象として行政機関

が含まれるようになった理由としては、企業と同様に、機関誌等の購読や賛助金の提供といった名

目で不当な金品等の獲得が可能であることに加え、行政機関の有する許認可、指導監督、公金支給

等の権限を自己又は第三者の有利となるように行使させることにより資金獲得が可能であると判断

しているためとみられる。

工藤會傘下組織幹部（40）は、平成17年8月、かねてより毎月3万円のみかじめ料の支払いを

受けていた居酒屋店主から、「みかじめ料は、もう払うことはできませんから」と告げられたことに腹を立て、

「ここで商売するんじゃったら、断ることはできんよ。今度からは、○○に取りに来らせるから」などと威力

を示しつつ、継続してみかじめ料を支払うよう要求したことから、同年9月、暴力団対策法に基づき中止命令

を発出したところ、以後、同居酒屋に対する要求は行われなかった。

同人は、中止命令を受けていたにもかかわらず、18年7月、新装開店したぱちんこ店を訪れ、従業員に所

属組織の名称を告げた上で、「お付き合いの件で社長に話がある。社長と至急連絡を取りたい。社長にくれぐ

れもよろしく」などと申し向けた。その2日後、同店を再度訪れ、「社長に連絡してくれたやろうか」などと

代表者との面会を迫り、同従業員が「会社としてお付き合いはできませんので、社長には連絡していません」

と対応したところ、同傘下組織幹部は、「ワシが個人で社長に用事があるんなら、お前どうするんか。責任と

るんか」、「社長はどう言ってるんか。お前の方針か。お前は社長よりも偉いんか。その気になれば、社長の

行動くらい調べようと思えば調べられる」などとみかじめ料の支払いを要求したことから、同年8月、中止命

令を発出したところ、以後、同ぱちんこ店に対する要求は行われなかった。

これら2件の行為により、同傘下組織幹部については、更に反復して同様の行為を行うおそれが認められた

ことから、同年9月、暴力団対策法に基づき再発防止命令を発出した（山口）。

事 例

山口組傘下組織構成員（46）は、平成18年2月から3月にかけて、出会い系サイトで知り合っ

た女性とトラブルになった従業員の所属する運送会社を複数回訪れ、同運送会社の役員に対し、「おたくの社

員にレイプされたということで、女が会社を訴えたいと言っている。私が中に入って丸く収めます」、「どう

しますか。犯人は、2年半から5年の懲役になる。刑務所から出てきても、会社に汚名がつく。お金で折り合

いがつくか分からないが、そういう解決の方がいいんじゃないか」、「女が悔しがって泣いて待っているので、

早く返事しなきゃいけない」、「会社の責任か、個人の責任か、アンケートをとらせてもらう。子供の使いで

来ているわけじゃない」、「裁判やるからには勝つ。裁判やるからな」などと示談金名目で金品の贈与を要求

したことから、同月、暴力団対策法に基づき中止命令を発出したところ、以後、要求は行われなかった（福

島）。

事 例
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平成18年中に行政機関から警察又は都道府県暴力追放運動推進センターが受理した行政対象暴力

の相談件数は2,391件であり、14年以降、５年連続して2,000件を超えている。

（件） 
 

  年次  
区分              

 相談件数 1,574  1,652  1,715  1,701  1,771  1,747  1,996  2,264  2,496  2,372  2,008  2,391 
 

７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

2,600

図-15 行政対象暴力の相談件数の推移（平成７～18年）

山口組傘下組織幹部（58）は、居住している市営住宅について13年11月から15年12月まで

の25か月分の家賃18万6,000円を滞納し、市担当者の請求に対して支払いに応じる姿勢を示さなかった。

18年4月、市担当者が同傘下組織幹部に対し、「家賃を払ってください。市も困っています」と改めて請求

すると、「お前、今更何じゃい。このわしも懲役いっとるし、住んでへんときの家賃まで払えるかい」と告げ、

さらに、「耐用年数が切れた水道配管付けやがって、部屋に浄水器付けんかい。ポンプ室に家具を置いてるけ

ど、アスベスト対策してへんやろ。病院行くから、治療費払わんかい。部長か理事が来んかい。浄水器と病

院代どうなっとんじゃ。このわしが言うとるやろが」と告げて、暴力団の威力を示しながら債務免除と損害

賠償名目で金品等の要求を行ったことから、18年5月、暴力団対策法に基づき中止命令を発出したところ、

以後、要求は行われず、滞納した家賃の支払いも確約された（大阪）。

事 例
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第２節　暴力団の資金獲得活動の変遷

（５）不当要求行為の実態
建設業者に対しては、暴力団関係企業による資金獲得活動が行われているほか、建設業者に対す

る不当要求行為による資金獲得活動も行われているとみられることから、建設業アンケート（５頁

参照）において、暴力団等の不当要求行為の実態に関する調査も行った。

建設業アンケートにおいて、「最近１年間に建設工事に関して自らの勤務先が部外の者から不当

要求行為を受けたことがある」と回答した者は、回答者全体の33.7％（614人）であった。これを業

種別に見ると、土木・建築一式工事を行う建設業者では、「受けたことがある」と回答する割合が

高く、反対に、土木工事と建築工事のいずれも行わず、比較的小規模の建設業者が多いと考えられ

る「その他」では、その割合が低くなっている。ただし、とりわけ小規模の建設業者の中には、後

難をおそれて「受けたことがない」と回答した者が存在する可能性がある点に留意する必要がある。

暴
力
団
の
資
金
獲
得
活
動
と
の
対
決

特
　
集

コラム  

暴力団は、国民の日常生活や仕事に対して様々な名目で不当要求行為による資金獲得を行うべく、平素か

ら不当要求行為を行う端緒となる情報を入手しようとして、個人や企業に関する事故、法令違反、スキャン

ダル等に注意を払っている。そして、何らかの情報を入手すると、情報の確度、関係者の詳細、関連する法

律や専門知識等を調査・確認するといった準備を行った上で、機関紙購読、下請参入、口止め等の名目を使

い分けて接触を試みる。

接触に成功し、不当要求行為を行うに当たっては、大声でまくしたてる、机をたたくといった直接的な恫喝

は、脅迫罪や恐喝罪として検挙されるおそれがあることから、必要最小限度に抑えることが通常であり、むし

ろ、暴力団であることを口頭で告げる、詰めた指を見せる、組織名の入った名刺を見せるなどの方法で示すと

ともに、「このままだと大変なことになる。よく考えたほうがいい」などと告げ、国民が潜在的に暴力団に抱い

ている恐怖感を利用しようとする。その上で、相手の失言や言葉尻をとらえて「俺の顔を潰した」などと因縁

を付け、それを奇貨として「土下座して謝れ」、「念書を書け」、「社長を呼べ」などと無理難題を言って相手を

困惑させ、かつ、「若い者を連れて騒ぐぞ」、「街宣車をまわすぞ」などと告げて恐怖感を増幅させることで、自

らのペースに巻き込もうとする。さらに、不当要求行為を二度、三度と執拗
よう

に繰り返す、職場に長時間居座る、

早朝や深夜に自宅へ電話をかけるなどの方法により、相手を正常な判断ができないように精神的に追い詰め、

その苦しい状態から逃れたいという心理状態に陥らせて要求に従わせようとする。それでも要求に従わない相

手であれば、仕事の忙しい時間をねらって訪問する、近所の住人や職場の同僚に接触する、夜間に自宅前で大

声で騒ぐなど、より直接的な嫌がらせにエスカレートさせるほか、その交渉の過程において、複数人で脅し役

となだめ役の役割分担を行うといった手法も活用し、要求に応じるように仕向けていく。

不当要求行為の対象となった者は、過去に不当要求を受けた体験を持たないことが普通であるため、冷静

に判断する余裕がないまま、「要求に応じたくない」という思いと「ひどい仕返しを受けるのではないか」と

いう思いの狭間
はざま

で苦悩し、想像できないほどの不安と恐怖で日常生活や仕事に支障を来すことが通常である。

また、そうした精神的苦痛に耐えかねて要求の一部なりとも応じた場合には、暴力団に更につけ込む余地が

あると判断され、何度となく金銭を要求されて、徹底的に財産を収奪されることもあり得る。

こうした不当要求行為を受けた場合には直ちに警察に相談すべきであり、不当要求行為が行われた後に警

察への連絡を行って検挙や暴力団対策法に基づく中止命令の発出が行われた場合でも、被害の届出を行った

者に対するいわゆるお礼参りは、暴力団にとって検挙される危険性の高い無意味な行為となることから、何

も行われないことが通常である。しかし、過去において、警察や弁護士への連絡が遅れたために、離婚や夜

逃げを余儀なくされたり、会社を乗っ取られたり、老後の生活資金をすべて奪われたりするといった悲惨な

結末を迎えた事例は数多いとみられる。

4 不当要求行為の手法と被害
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不当要求行為を受けたことがあると回答した者に対し、その不当要求行為を行った者がどのよう

に名乗ったかについて質問したところ、「同和等の社会運動団体に所属すると名乗った」が70.0％

（430人）、「右翼等の政治活動団体に所属すると名乗った」が24.8％（152人）であったが、「自らが

暴力団の構成員だと名乗った」は3.1％（19人）と少なく、現在では、不当要求行為を行う者が暴力

団を名乗る例は少ないことが分かった。

21. 7

70. 3

78. 3

39. 7

29. 7

24. 9

60. 3

75. 1

土木・建築一式工事（n=1,045） 

土木一式工事（n=303） 

建築一式工事（n=201） 

その他（n=267） 

33.7 66.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100（%） 

受けたことがある（614人） 受けたことがない（1,206人） 

総数（n=1,820） 

【業種別】 

図-16 勤務先が不当要求行為を受けたとする回答数

70. 0

24. 8

8. 3

7. 2

6. 8

3. 1

22. 5

4. 4

0 20 40 60 80（％） 

総数（n=614、複数回答可） 

同和等の社会運動団体に所属すると名乗った 

自らが暴力団の構成員だと名乗った 

その他 

右翼等の政治活動団体に所属すると名乗った 

個人の立場で来たが、自らが暴力団 
と関係があると明示・暗示した 

企業の社員の立場で来たが、その企業が 
暴力団と関係があると明示・暗示した 

環境団体、NPO等の公的な目的を 
掲げる団体に所属すると名乗った 

上記に該当しないが、一般人 
とは思われない言動や風体であった 

図-17 不当要求行為を行った者の自称の内容
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第２節　暴力団の資金獲得活動の変遷
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不当要求行為の内容については、「機関誌等の購読を強要された」が44.6％（274人）、「下請参入

を強要された」が32.4％（199人）、「資材やプレハブの納入を強要された」が29.5％（181人）、「自

動販売機の設置や弁当の販売を強要された」が25.9％（159人）など、民事取引を仮装して金銭を要

求するものが多かった。

44. 6

32. 4

29. 5

25. 9

12. 4

11. 6

10. 9

6. 2

6. 2

3. 9

2. 4

1. 3

8. 1

0 10 20 30 40 5 （％） 0

総数（n=614、複数回答可） 

機関誌等の購読を強要された 

下請参入を強要された 

資材やプレハブの納入を強要された 

自動販売機の設置や弁当の販売を強要された 

損害賠償の名目で金品の提供を強要された 

地域対策を任せるよう強要された 

熊手・注連飾りの購入を強要された 

その他※ 

※「その他」には、「本、書籍の購入の要求」、「電話してくる、面会の要求」等が含まれる。 

特定の警備員、運送業者、廃棄物処理業者、 
清掃業者等の雇用を強要された 

工事に関して因縁を付けられた 
（質問状や抗議文を含む。） 
あいさつ料、寄付金等の名目で 

金品の提供を強要された 

入札に関して協力を強要された 
（入札辞退、談合等） 

工事の妨害をされた（騒音、交通妨害、 
街宣活動、工事関係者への暴行等） 

し  め 

図-18 不当要求行為の内容
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コラム  

暴力団は、その起源である博徒や的屋の習慣であった盃事
さかずきごと

といわれる儀式を通じ、構成員同士で擬制的血

縁関係を結び、首領を親分、配下を子分、先輩を兄貴分などと位置付ける特徴を有している。また、暴力団

の各首領が互いに擬制的血縁関係を結び、下部団体の首領が上部団体の首領の配下となることによって、階

層的構造を有する大規模な団体を構成することが多い。

暴力団内部においては、構成員から所属組織に、又は同一系列内の下位組織から上位組織に、会費等の名

目で組織内の地位等に応じた金銭を定期的に納めさせる上納金制度が広く定着している。上納金は、祝儀、

香典等の名目で臨時徴収されることも多いため、大規模な暴力団の場合、億単位の上納金が組織中枢に集め

られているとみられる。この上納金制度により、大規模な暴力団の首領や幹部は、必ずしも自ら資金獲得活

動に関与する必要がなくなることから、これらの者の責任を不透明化させ、検挙、課税等を困難にしている。

5 暴力団の階層的構造と上納金制度

親　分 

親分 

親　分 

子　分 子　分 

子　分 

子分 
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子分 ‥ 
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親分 

子分 ‥ 

親分 

子分 ‥ 

親分 
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図-19 暴力団の階層的構造
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約10億円／年 

Aブロック 

二次組織組長 
月約100万円／人 
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月約100万円／人 

二次組織組長 
月約100万円／人 

二次組織組長 
月約100万円／人 

二次組織組長 
月約100万円／人 
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図-20 上納金制度のイメージ
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第２節　暴力団の資金獲得活動の変遷
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１及び２で概観したとおり、戦後、違法な資金獲得活動に依存していた暴力団は、第一次頂上作

戦及び第二次頂上作戦を代表例とする取締りの強化に対応して、昭和40年代後半以降、資金獲得活

動の中心を不当要求行為によるものへと移していった。そして、第１節で概観したとおり、平成４

年の暴力団対策法施行により、不当要求行為による資金獲得活動が困難になったことに対応し、一

部の暴力団は、資金獲得活動を不透明化させ、安定的な資金源を有するようになった。

しかし、こうした経済的基盤を強固にする暴力団が現れた一方で、資金に窮する暴力団も存在し

ており、二極分化する傾向がみられる。

（１）資金に窮する暴力団の増加
平成４年の暴力団対策法施行により、不当要求行為を類型化した暴力的要求行為を行う指定暴力

団等の構成員に対し、都道府県公安委員会が中止命令や再発防止命令を発出することができること

となったが、さらに、資金獲得活動の変化等に対応して、５年には暴力的要求行為の行為類型を追

加し、また、９年には暴力団と一定の関係にある者が行う準暴力的要求行為を規制等するといった

暴力団対策法の改正が行われた。

これらの結果、不当要求行為に対する規制の実効性は継続して高く、近年、暴力的要求行為に係

る中止命令件数は増加傾向にある一方、警察又は都道府県暴力追放運動推進センターが受理した暴

力的要求行為に係る相談件数は減少傾向にあるなど、暴力団対策法が、不当要求行為による資金獲

得活動を着実に追い詰めていることがうかがわれる。
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注：相談件数及び中止命令件数は、暴力団対策法第９条の暴力的要求行為に係るものに限る。 

図-21 暴力的要求行為に係る中止命令件数と相談件数（平成９～18年）

3 資金に窮する暴力団の資金獲得活動
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しかし、暴力団の中には、違法な資金獲得活動や不当要求行為による資金獲得活動に依存する状

態から脱却する能力がないため、暴力団関係企業等を利用した安定的な資金源を有することができ

ないまま現在に至るものも、当然に存在する。最近では、とりわけ大規模な暴力団の下位組織にお

いて、暴力団対策法の影響で資金力が衰退し、これに追い打ちをかけるように上位組織から上納金

を厳しく要求されることに起因して、資金に窮する状況が顕著になりつつある。

こうした資金に窮する暴力団の増加により、暴力団を離脱する構成員が増える可能性がある反面、

自暴自棄となり過激な行動に訴える動向も見られるようになっていることから、今後、資金に窮す

る暴力団には警戒が必要である（127頁参照）。

コラム  

暴力団の暴力団たるゆえんは、暴力を組織的に行使できる能力にあり、それを有するがゆえに、他人の意

思を制圧し、服従させる威力も有することとなる。暴力を必要に応じて的確に行使する能力を有するために

は、襲撃はもとより、下見、武器調達、逃走支援等を行うことができる数の構成員の確保が必須である。し

かし、構成員にとって所属組織への忠誠を強固にするに足るメリットがなければ、構成員の確保すらおぼつ

かないことから、暴力団としては、構成員が生計の維持、財産の形成、享楽的な生活等を期待できる程度の

資金を獲得する必要がある。また、構成員が暴力の行使に関与させられる不安を払拭できるよう、検挙され

た場合における訴訟費用、家族の生活費、刑務所に服役した後の報酬等を賄うことができる資金も必要であ

る。さらに、自らの勢力を誇示し、もって資金獲得活動を容易にするため、いわゆる義理掛け行事を、襲名

披露、組葬、出所祝い等の様々な名目で開催するが、その際に多額の金銭を支出することができるよう、相

応の資金も必要となる。こうした理由から、暴力団は、表向きに任侠団体等の大義名分を掲げようとも、組

織を維持する限り、生計の維持や蓄財といった構成員の個人的動機以外に、組織としても、ひたすら資金を

獲得する必要に迫られる。

また、暴力団の組織内においては、親分の命令に理非善悪を問わず従うことが、子分の当然かつ絶対的な

義務とされている。その上で、親分の命令に従って組織に貢献した者を賞揚し、地位、金銭等の報酬を与え

るとともに、命令に従わないなどして組織の一体性を乱した者にはリンチ、指詰め、破門、絶縁等の厳しい

制裁が与えられる。暴力団は、このような「アメとムチ」を駆使することにより、構成員を洗脳に近い精神

的呪
じゅ

縛の下に置き、組織全体の強固な内部統制を図っている。

これらの結果、暴力団においては、所属組織が構成員に、又は上位組織が下位組織に厳しく上納金を要求

し、要求された側は上納金を拒否できない環境が作られている。

6 資金獲得活動の必要性と内部統制
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第２節　暴力団の資金獲得活動の変遷

暴
力
団
の
資
金
獲
得
活
動
と
の
対
決

特
　
集

（２）外国人犯罪者と連携する暴力団

近年、資金に窮した暴力団の中には、手っ取り早く資金を獲得するため、強盗や窃盗に手を出す

ものが存在する。このような暴力団の中には、自らは、事前の情報収集、計画策定、地理案内、見

張り、実行者の運搬等に当たり、実行行為を来日外国人に行わせるものがある。他方、報酬を目当

てに来日外国人犯罪組織の配下として働くものもみられる。

山口組傘下組織幹部（38）は、同傘下組織構成員の日本人知人を通じて、警備会社による億単

位の現金輸送に関する情報、同警備会社セキュリティシステム等の情報、警備会社内部の図面等の提供を受

けたことから、日本人周辺者等と共謀の上、これらを中国人窃盗グループ首領に提供した。この首領は、こ

れらの情報等を基に犯行現場となる警備会社の下見を行うとともに、必要な情報や図面等を同グループの中

国人実行犯リーダーに提供し、同人に実行犯となる中国人5人を集めさせ、下見や現金強奪のシミュレーショ

ンを行わせた。

平成16年10月、中国人実行犯リーダーの指揮の下、別の日本人から貸与された犯行車両で現場に向かっ

た中国人実行犯5人が警備会社に侵入し、従業員にスタンガン等を突き付け、電気コード等で緊縛の上、金庫

室から現金約5億4,000万円を強奪した（現金を他の犯行車両に移し替える途中でサイレンの音が聞こえた

ため、約1億2,000万円を残して逃走）。

最終的に手元に残った現金については、中国人側が約3億円、日本人側が約1億2,000万円で分配し、この

事件全体を首謀した同傘下組織幹部は、日本人側利益のうち約8,000万円を獲得したとみられる。18年9月

までに中国人実行犯ら8人を強盗致傷罪及び強盗罪で逮捕したほか、家族を利用して約4,000万円を隠匿し

た同傘下組織幹部を組織的犯罪処罰法違反（犯罪収益等隠匿）で逮捕した（警視庁、栃木）。

事 例

中国人窃盗グループ 
首領 山口組傘下組織幹部 

情報提供 

情報提供 

強取金の分配 

指示 報酬 指示 報酬 

日本人周辺者等 
（共謀、犯行車両貸与） 

中国人実行犯 
　（現金強取） 

日本人知人 
（情報収集） 
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（３）少年に触手を伸ばす暴力団
近年、資金に窮した暴力団の中には、構成員の人的供給源としてだけではなく、少しでも安定的

に資金獲得できる対象として少年に目をつけ、名目をつけては組織的に金銭を巻き上げるものがみ

られる。

山口組傘下組織では、平成11年ころから、地元暴走族を集めた会員制のグループを結成し、そ

の活動を支援するとともに、会員である暴走族構成員の少年の中から同傘下組織構成員に採用するなど、同

グループを人的供給源としていた。15年からは、同傘下組織組長（57）の実子が、「構成員ではない自分の

方が会員を集めやすい」との理由の下、同グループの長として活動を主導していた。

同グループでは、会員の少年は、会費名目で毎月1万円を徴収されていたが、集められた会費は服役中の同

傘下組織構成員に対する差し入れに使われるなど、同傘下組織の重要な資金獲得活動の一部となっていた。

これ以外にも、同グループでは、毎夏の全国高校野球甲子園大会に合わせて野球賭博を行い、1口100円で

会員に強制的に申し込ませ、得られた利益を同傘下組織の資金としていた。また、17年からは、同グループ

幹部が、「9月の新曲」等と題する音楽を収録したＣＤ－Ｒを編集・複製し、1枚1,000円から3,000円の価

格で会員に強制的に購入させ、毎月18万円程度を獲得していた。さらに、同グループでは、組長の誕生祝い、

構成員の病気見舞い、服役等のたびに1万円程度を強制的に徴収していた。17年8月から10月にかけて同傘

下組織組長ら26人を賭博場開張等図利罪等で検挙した（静岡）。

事 例

暴力団 

支配 月　会　費 各種慶弔費 

野球賭博賭金 違法CD－R代金 

支配 

暴走族A 暴走族B

傘
下
グ
ル
ー
プ 


